
3款　1項　6目

【会計】一般会計

3款：民生費　1項：社会福祉費　6目：障害者自立支援福祉費

120

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

113,919千円 32,000千円 16,090千円 252千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

7 賃金

手話通訳補佐員賃金 3,103千円

8 報償費

障害者総合支援協議会委員謝礼 367千円

11 需用費

消耗品費 30千円

食糧費 37千円

印刷製本費 301千円

修繕料 30千円

自動車需用費 159千円

12 役務費

手数料 26千円

保険料 166千円

13 委託料

相談支援委託料 29,107千円

手話通訳派遣事業委託料 1,890千円

手話通訳補佐員賃金（２人分）

障害者総合支援協議会委員謝礼（１６名分×３回）

事務用消耗品

障害者スポーツ大会時昼食代（３０人分）等

福祉タクシー券印刷費

貸出用車椅子修繕料

福祉カー車検整備費

手話通訳者健康診断検査手数料（２名分）等

事業の目的

　障害児者のニーズに沿った柔軟な対応が求められる支援を行います。

事業の効果

　障害児者の社会参加が期待されます。

節 説明

事業の概要

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、手話通訳者の設置、委託によ
る派遣事業、相談支援事業の実施、移動支援事業、地域活動支援事業等を実施します。

平成27年度　当初予算要求事業内容説明書

第1章　｢思いやりと希望にみちたまちづくり｣　

～保健・福祉の充実、子育て・子育ち環境の充実～

基本施策9　障がいがある人も、その人らしく暮らせるまちにします

施策1　障がいに対する意識の啓発に努めます

事業 地域生活支援事業

担当所属 障害福祉課

予算要求額
（財源内訳）

162,261千円

福祉カー自賠責保険・任意保険料

障害者等からの相談に応じ支援を行う事業

意思疎通を図ることに支障のある障害者に手話通訳者を派遣する事業



要約筆記者派遣事業委託料 1,209千円

手話奉仕員養成事業委託料 1,114千円

要約筆記奉仕員養成事業委託料 168千円

配食サービス事業委託料 738千円

緊急通報システム事業委託料 40千円

福祉カー管理委託料 149千円

声の広報等発行事業委託料 545千円

1,822千円

19 負担金補助及び交付金

各種研修負担金 6千円

本人活動支援事業補助金 692千円

20 扶助費

地域活動支援事業費 43,983千円

移動介護費 30,722千円

日常生活用具費 36,748千円

居住支援費 40千円

紙おむつ等購入助成事業費 6,000千円

入浴サービス事業費 2,400千円

障害者生活ホーム事業費 625千円

27 公課費

自動車重量税 44千円

162,261千円

【活動指標・成果指標】　

指標名 平成27年度計画値

相談支援事業所数 4事業所

意思疎通を図ることに支障のある障害者に要約筆記者を派遣する事業

手話奉仕員の養成研修を実施する事業

中途失聴者等のサポート講座を実施する事業

調理の困難な障害者に配食サービスを行う事業

重度障害者に緊急通報装置を貸与する事業

障害者等の社会参加促進のため設置する福祉カーの管理運営事業

文字による情報入手が困難な障害者に音訳等により情報を提供
する事業

障害についての理解を広めるための講座等を実施する事業

研修会への参加負担金（２人分）

障害者や家族が自らの権利や自立のための団体活動に対する補助

障害について学ぶ市民講座委託
料

重度障害者等が使用する紙おむつ等の購入費用を助成する事業

計

地域活動支援事業延利用人数 1,800人

居宅での入浴が困難な身体障害者に入浴の機会を提供する事業

障害者の生活の場を確保し、社会参加を図る事業

福祉カー重量税

障害者等の日中活動の場を提供する事業

障害者等の外出支援をする事業

障害者等に日常生活用具を給付する事業

障害者等に生活支援や家事支援等を行う事業


